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美容所開設後に、届出事項に変更が生じたら、すみやかに都道府県知事への届出が必要

です。

＜届出事項変更届＞

変更内容 添付書類（留意事項）

施設の名称、所在地 （所在地は住所表記が変わった場合です）

開設者の氏名、住所 変更したことがわかる書類（運転免許証等）

（開設者が法人の場合） ・名称、所在地：登記簿謄本/登記事項証明書

名称、所在地、代表者氏名 ・経営者の姓：戸籍抄本/戸籍個人（全部）事項証明書

管理美容師の氏名、住所 ・氏名：戸籍抄本/戸籍個人事項証明書

・住所：住民票/住民票記載事項証明書

管理美容師の設置又は変更 ・健康診断書（結核及び皮膚疾患）（発行後3ヵ月以内）

・免許証の写し、修了証書の写し

美容師の氏名 ・戸籍抄本/戸籍個人事項証明書

新たな美容師の雇用 ・健康診断書（結核及び皮膚疾患）（発行後3ヵ月以内）

・免許証の写し

美容師が伝染性疾病に罹患し ・診断書

た時（疾病が完治した時）

その他の従業者 なし（変更前後の氏名の届出のみで構いません）

施設の見取図、構造設備の概 ・変更後の図面、構造及び設備の概要

要等

＜開設者地位承継届＞

変更内容 添付書類

相続による地位承継 ・戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)

第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条

第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し

・（相続人が 2人以上ある場合）全員の同意書

合併による地位承継 ・合併後存続する法人（又は合併により設立された法

人）の登記事項証明書（履歴事項証明書）

分割による地位承継 ・分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

（履歴事項証明書）

※開設者が個人から法人（法人から個人）に変わった場合は、新規の開設届が必要です。

山梨県福祉保健部衛生薬務課生活衛生担当

※ 詳細については、管轄の保健所にご相談下さい。

○中北保健所衛生課 0551-23-3071 ○峡東保健所衛生課 0553-20-2751
○峡南保健所衛生課 0556-22-8151 ○富士・東部保健所衛生課 0555-24-9033
甲府市については、下記の生活衛生担当まで

○甲府市保健所生活衛生薬務課 055-237-2550

届出事項に変更が生じたら届出が必要です。
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「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針の変更等について」(令和5年2月10日内

閣官房新型コロナウイルス等感染症対策j推進室事務連絡）におけるマスク着用の考え方の見

直しを受け、美容業におけるマスク着用の取扱については、「美容業における新型コロナウイ

ルス感染拡大予防ガイドライン」（令和4年12月12日最終改訂）に関わらず、以下によるもの

とする。このマスク着用の取扱については、令和5年3月13日から適用するものとする。

「マスクの着用」の考え方の適用に当たっては、以下の点に留意する。

① マスクを着用するかどうかは、個人の判断に委ねることを基本とし、本人の意思に反

してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重される。

② 事業者が感染対策上又は事業場の理由等により、従業員にマスクの着用を求めること

は許容される。

③ 感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスクの着用を広

く呼びかけるなど、より強い感染対策を求めることがあり得る。ただし、そのような

場合においても、子供のマスクの着用については、健康面等への影響も懸念されてお

り、引き続き、保護者や周りの大人が個々の子供の体調に十分注意する必要がある。

なお、「マスクの着用」の考え方の適用後であっても、基本的な感染対策は重要であり、引

き続き、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等

の励行について呼びかけることとする。

全日本美容業生活衛生同業組合 理事長より

各都道府県美容組合 理事長あて 通知文書

令和５年３月８日付

（公財）全国生活衛生営業指導センター及び（一社）全国生活衛生同業組合中央会より通

知された「マスク着用の考え方の見直し」対策マニュアル（Q&A）も当組合ホームページよ

り閲覧できますので、店舗の対策にご活用ください。

令和５年３月１３日よりマスクの着用は「個人の判断に委ねる」ことになりました

美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン

（マスク着用の取扱について）
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組合員慶弔互助会費
申 請 に つ い て

総合福祉共済

加入キャンペーン実施中

○期間 ８月１日～

１０月１日

加入成立分まで

☆あんしん 手軽な掛金で大きな保障

が得られます。

☆メリット 慶弔時には、充実した

特別給付金があります。

【結婚祝金・第一子誕生祝金・子供誕生祝金・銀

婚祝金・金婚祝金・還暦祝金・古希祝金・長期

入院療養見舞金・長寿祝金・人間ドック補助金

配偶者死亡弔慰金・子供死亡弔慰金】

例えば:人間ﾄﾞｯｸ補助金が毎年10,000円まで保障さ

れます。(40才以上で加入1年後から人間ﾄﾞｯｸ・市

町村や組合で行われた健康診断等を受診された場

合請求できます)

※特別給付金請求期限は事由発生から１年間です。

☆かんたん

告知扱いだからご加

入手続きは簡単

加入年齢区分別掛金一覧

加入年齢 1口の掛金(月額)

14歳6ヶ月超～25歳6ヶ月まで 400円

25歳6ヶ月超～40歳6ヶ月まで 600円

40歳6ヶ月超～55歳6ヶ月まで 800円

55歳6ヶ月超～65歳6ヶ月まで 1,000円

65歳6ヶ月超～75歳6ヶ月まで 1,800円

75歳6ヶ月超～80歳6ヶ月まで 3,000円

こども特約 2歳6ヶ月超～14歳6ヶ月まで 200円

※加入希望の方は、同封の仮申込書にて

組合事務局までお申し込みください。

組合事務局 TEL０５５－２５３－５６６７

加入者には
2,000円の奨励金

があります

組合員・従業員の
全員加入を目指し
ております

🖊 支部長印が不要になりました！

🖊 申請書提出は郵送又はFAX（組合あて）

従来通り支部長経由でも可

🖊 申請金額の受取は銀行振込が可能になり

ました(振込手数料は組合負担）

提出期限は事由発生から１年以内です

慶弔互助会規則「死亡弔慰金」3.4.が

令和4年6月27日より改正されました

死亡弔慰金
１．組合員 ３０，０００円

２．配偶者 ２０，０００円

３．組合員の親族(父母及び子)が死亡した

場合 １０，０００円

４．組合員の配偶者の親族(父母)が死亡し

た場合 ５，０００円

見舞金
５．病気その他により入院５日以上

１０，０００円

６．災害:被害状況が100%５０，０００円

７．災害:被害状況が50% ３０，０００円

祝い金
８．結婚祝金 １０，０００円

９．出産祝金(第１子) １０，０００円

10．出産祝金(第２子以降) ５，０００円

11．銀婚式 １０，０００円

12．金婚式 ３０，０００円

節目祝金
13．60歳(還暦)、65歳、70歳(古希)

１０，０００円

14．75歳から５年毎 ２０，０００円

添付書類：戸籍謄(抄)本・診断書(領収書)

運転免許証・保険証等

＊全て写し可

※尚、申請は自己申告によるものです。

組合員慶弔互助会費申請書は
組合ＨＰよりダウンロードできます
http://www.biyou-yamanashi.net/
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美容組合職業能力開発校（訓練校）では、組合員店従業員対象に美容師実技試験に備え、

短期集中の準備講習会を設定しました。美容師国家試験元試験委員による指導、カッティ

ング課題はもちろん、第２課題については出題される課題に絞り、開発校ならではのカリ

キュラムで懇切丁寧な指導内容となっています。受験直前の総仕上げに、あなたも是非ご

参加下さい。尚、５名に満たない場合は開催できませんので予めご了承下さい。

○第４８回美容師国家試験日（予定）

実技試験日：令和５年８月 山梨会場

筆記試験日：令和６年３月 東京会場他

○実技準備講習会開催日（予定）

日 程： 令和５年５月２９日・６月５・１２・１９・２６日(月) [１０日間]

令和５年７月３・１７・２４・３１日(月）・８月１日(火) 午後６～９時

会 場 ：美容会館（美容学校）

受講料 ：２５，０００円 ※受講料は実施決定後徴収します

募集定員：２０名（５名に満たない場合は開催できません）

※用具は全て持参してください。

※講習会で使用する第１課題のカットウィッグは、各自持参又は、講習会場で購入で

きます。価格１台４，５００円 (国家試験指定ｳｨｯｸﾞ) ※但し事前にご注文下さい。

申込期日： 令和５年４月２５日（火）

【申込・問い合せ】組合事務局 職業能力開発校(訓練校)担当まで

TEL055-253-5667/FAX055-251-7141（ＦＡＸ可）

※詳細は実施決定後、申込者にご連絡致します。

切り取り線

山 美 会 報
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高い合格率を誇る

美容師実技試験準備講習会受講のご案内

国家試験準備講習会申込書
【 実 技 試 験 準 備 講 習 会 】

◇ 申込者（氏 名）
ふ り が な

(住 所）

（Ｔ Ｅ Ｌ） （ ）

（生年月日）

（卒業美校名）

（美容室名）

（美容室住所） TEL （ ）

（雇用保険被保険者番号） － －



学校近況報告

うららかな春の日差しが心地よいこの頃となりました。

2年生は、3月5日（日）に国家試験を無事に終え、3月10日（金）にアピオ甲府にて

卒業証書授与式が挙行されました。2年間、ともに切磋琢磨してきた仲間たちとの最後

の日に涙する生徒もいましたが専門課程74名が卒業し、社会人として新たなスタート

を切りました。

1年生は3月18日(土)に終業式を迎え、1年間を振り返りました。2年次に向けてまた

忙しい日々が始まるので春休みの間で自分を見つめ直す時間を作ってもらいたいと思

っています。また、春休み中に実務実習でお世話になりましたオーナーの皆様にはご

協力に感謝致します。至らないことも多かったと思いますが、サロンの現場でたくさ

んのことを学べたのではないでしょうか。夏期も実施いたしますのでその際はまたご

協力をお願い致します。

第67期の入学式は4月13日（木）を予定しております。令和5年度も職員一同、生徒

指導にさらに邁進してまいりますので、行事等に参加させていただく際は、ぜひよろ

しくお願いいたします。

令和５年度 学校イベント日程

【見学会日程】 受付13：15 開始13：30

令和5年 4月22日（土） パーマ巻き体験

令和5年 5月20日（土） カット体験

令和5年 5月27日（土） barber（理容）技術、パーマ巻き（美容）体験

令和５年10月入学生 学生募集 通信課程 美容科・理容科

● 出願期間：令和5年5月9日（火）～9月15日（金）まで

※通信課程は願書提出時に随時面接等の試験を行いますので、事前に電話連絡の

上、必ず入学生本人が来校してください。

お申込み・お問い合わせは・・・メールinfo@yamabisen.net
℡055-252-8286
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富士五湖 3/27(月) 11：00 焼肉竜ヶ丘

都 留 4/18(火) 10：00 まちづくり交流ｾﾝﾀｰ

日下部 4/20(木) 19：00 甲州市市民会館

小笠原 4/20(木) 19：30 若草生涯学習ｾﾝﾀｰ

吉 田 4/21(金) 19：00 富楽時(ふらっと)

韮 崎 5/ 8(月) 10：00 市民交流ｾﾝﾀｰﾆｺﾘ

甲府南 5/11(木) 19：00 南西公民館

甲府中央 5/11(木) 19：30 寿宝公会堂

甲府北 5/15(月) 10：00 美容会館

各支部総会日程

組合員の皆様の知人・友人で、組
合にまだ加入されていない方をご紹介
いただき、その方が組合に正式に加入
された場合、ご紹介者様にキャッシュ
バック5,000円をさせていただきます。

新規オープン店の情報などもお待ち
しております!!

令和４年度も
無料トライアルキャンペーンを

実施しております！！

＊キャンペーン期間に登録いただい
た月から１年（12ヶ月）

[キャンペーン期間]
2022年6月1日～2023年5月31日

✂詳しくは、美容組合事務局まで･･･
℡ 055-253-5667

e-mail info@biyou-yamanashi.net

山梨県美容組合
ホームページ

ご紹介者様に
5,000円 ｷｬｯｼｭﾊﾞｯｸ

新規加入組合員

紹介キャンペーン

山 美 会 報
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◇◇◇ 労働保険だより ◇◇◇

労働保険加入事業主の皆様へ

労働保険年度更新の申告・納付時期に

なりました。委託事業所あて申告用紙を

送付いたしますので、申告納付手続をお

願いいたします。

提出期日：令和５年５月３１日(水)

提出書類：労働保険算定基礎賃金報告書

納付期限：７月１０日（第１期保険料）

労働保険とは、雇用保険（労働者の方

が失業された場合に失業給付を行う）と

労災保険（労働者が業務上又は、通勤途

上の災害補償等を行う）を総称した政府

が管理、運営している保険で、法人・個

人のいずれであっても、加入が義務づけ

られています。 また、正社員だけでなく

パートタイマーの方も該当すると雇用保

険の加入対象となります。

又、雇用保険関係助成金を申請される

場合は雇用保険適用事業所の事業主であ

ることが条件です。

令和５年度雇用保険率の改定について

令和５年４月１日から令和６年３月３

１日までの労災保険率及び雇用保険率は

下記の通りです。

◎労災保険率

1000分の3（美容一般）全額事業主負担

◎雇用保険率

雇用保険率1000分の15.5（一般の事業）

事業主負担分 1000分の9.5

被保険者負担分 1000分の6

※被保険者の方が負担すべき雇用保険料

額は、被保険者の方の賃金総額に、1000

分の６を乗じて得た額となります。

【お問い合せ】

組合事務局℡055-253-5667



○節目祝金

身延支部 1件 10,000円

笛吹支部 1件 10,000円

吉田支部 1件 10,000円

○金婚祝金

吉田支部 1件 30,000円

○結婚祝金

日下部支部 1件 10,000円

○入院見舞金

甲府北支部 1件 10,000円

甲府中央支部 1件 10,000円

日下部支部 1件 10,000円

○死亡弔慰金

甲府北支部 1件 10,000円

甲府中央支部 1件 10,000円

甲府南支部 2件 15,000円

日下部支部 1件 10,000円

大月支部 2件 60,000円

富士五湖支部 1件 5,000円

○古希祝金

笛吹支部 1件 10,000円

○金婚祝金

吉田支部 2件 100,000円

○入院見舞金

甲府中央支部 1件 20,000円

甲府北支部 1件 20,000円

○人間ドック補助金

小笠原支部 2件 20,000円

日下部支部 1件 10,000円

韮崎支部 1件 10,000円
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県
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越
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が
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を
ご
利
用
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さ
い

菊池みどり 1404 甲府中央

【競技種目】予定
１)ヘアスタイル競技(ウィッグ)
２)フリースタイルカット競技(ウィッグ）
３)カット＆ブロー競技(ウィッグ)
４)花嫁化粧着付競技(人体)
５)中振袖着付競技(ボディ）
６)ネイルアート競技(チップ)
７)洋装ブライダル競技(人体)
８)ワインディング競技(ウィッグ)
９)留袖着付競技(ボディ)

※詳細は同封の申込書を確認下さい。

組合事務局 TEL 055-253-5667

第37回
山梨県美容技術選手権大会

出場選手募集

令和５年７月１０日(月)

会場：美容会館（美容専門学校）

ヘアオープン競技(全国大会種目) 新設

組合員以外(アウト)でも参加可!

( 7 )山 美 会 報

２０２３年４月 第 442 号

総 合 福 祉 共 済

慶 弔 関 係

新 規 加 入 店


